
平

成

五

條

市

議

会

第

一

回

三

月

定

例

会

会

議

録
（
第

一

号
）

二

十

年

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

平
成
二
十
年
三
月
三
日
（
月
曜
日
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

議

事

日

程
（
第

一

号
）

平
成
二
十
年
三
月
三
日

午
前
十
時
開
議

第
一

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

第
二

会
期
決
定
の
件

第
三

厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
報
告

第
四

監
査
報
告

第
五

市
長
の
施
政
方
針
と
提
出
議
案
の
説
明

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

日
程
第
四

監
査
報
告
ま
で

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

出
席
議
員
（
二
十
一
名
）

一
番

西

本

幸

洋

二
番

太

田

好

紀

三
番

川

村

家

廣

四
番

藤

冨

美

恵

子



五
番

池

上

輝

雄

六
番

益

田

吉

博

七
番

山

田

由

比

己

八
番

山

田

澄

雄

九
番

峯

林

宏

政

十
番

西

尾

彦

和

十
一
番

北

山

和

生

十
二
番

山

本

久

和

十
三
番

花

谷

昭

典

十
四
番

佐

久

間

正

己

十
五
番

寺

本

保

英

十
六
番

樫

塚

凱

一

十
七
番

黄

木

英

夫

十
八
番

土

井

康

嗣

十
九
番

榮

林

末

次

二
十
番

大

谷

龍

雄

二
十
一
番

田

原

清

孝

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

欠
席
議
員
（
な
し
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

説
明
の
た
め
の
出
席
者

市
長

吉

野

晴

夫



副
市
長

榮

林

勝

美

教
育
長
職
務
代
行
者

橋

本

重

夫

監
査
委
員

川

元

憙

釋

市
長
公
室
長

岡

本

和

人

総
務
部
長

上

山

保

見

生
活
産
業
部
長

林

正

信

健
康
福
祉
部
長

清

水

勝

西
吉
野
支
所
長

森

本

康

元

大
塔
支
所
長

竹

本

重

博

消
防
署
長

窪

佳

秀

会
計
管
理
者

堤

好

文

水
道
局
長

阪

ノ

上

武

則

秘
書
課
長

田

中

衛

庶
務
課
長

大

垣

賢

治

企
画
調
整
課
長

山

下

正

次

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

事
務
局
職
員
出
席
者

事
務
局
長

長

田

雅

光

事
務
局
次
長

乾

旬

事
務
局
主
任

西

峯

久

美

事
務
局
主
任

笹

谷

豊

速
記
者

柳

ヶ

瀬

五

美



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

午
前
十
時
三
分
開
会

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
た
だ
い
ま
か
ら
、
平
成
二
十
年
第
一
回
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

本
日
、
平
成
二
十
年
第
一
回
定
例
会
が
招
集
さ
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
何
か
と
御
多
用
の
と
こ
ろ
御
参
集
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
定
例
会
に
は
、
平
成
二
十
年
度
各
会
計
予
算
を
始
め
多
数
の
議
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
各
位
に
は
ど
う
か
御
精
励
を
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、
円
滑
な
る
議

会
運
営
に
格
段
の
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
開
会
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
の
際
、
申
し
上
げ
ま
す
。

会
議
記
録
並
び
に
広
報
五
條
に
掲
載
の
た
め
、
各
会
議
の
日
程
中
、
事
務
局
に
写
真
撮
影
を
さ
せ
ま
す
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
議
が
成
立
い
た
し
ま
す
。

市
長
か
ら
議
会
招
集
の
ご
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

開
会
に
当
た
り
ま
し
て
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

三
月
に
入
り
、
日
ご
と
に
春
め
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま
す
ま
す
御
健
勝
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
、
第
一
回
定
例
会
を
招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
公
私
御
多
忙
に
も
か
か
わ
り
ま
せ
ず
御
出
席
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

平
素
は
市
政
の
発
展
と
市
民
生
活
の
向
上
の
た
め
、
議
員
活
動
を
精
力
的
に
、
か
つ
、
献
身
的
に
展
開
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
議
会
は
、
平
成
二
十
年
度
の
予
算
等
を
御
審
議
い
た
だ
く
大
変
重
要
な
議
会
で
あ
り
ま
す
。
御
案
内
の
と
お
り
、
日
本
経
済
は
回
復
し
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
国
や
地
方
の
財
政
状
況
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
限
ら
れ
た
財
源
を
効
率
よ
く
効
果
的
に
執
行
す
る
た
め
に
、
徹
底
し
た
合
理
化
と
計
画

的
な
歳
出
削
減
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
市
民
の
皆
様
や
市
議
会
並
び
に
行
政
が
共
に
痛
み
を
分
か
ち
合
う
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
具
体
的
な
施
策
方
針
、
ま
た
、
新
年
度
予
算
案
は
後
ほ
ど
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
議
員
各
位
に
は
議
員
活
動
を
通
じ
て
得
ら
れ
ま
し
た
市
民
の
声
を
も
と



に
、
様
々
な
角
度
か
ら
御
審
議
御
提
言
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
平
素
の
お
礼
と
開
会
に
当
た
っ
て
の
ご
あ
い
さ
つ
に
代
え
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
た
だ
い
ま
か
ら
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
務
局
長
か
ら
報
告
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
命
に
よ
り
、
私
か
ら
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
「
近
畿
市
議
会
議
長
会
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

去
る
、
一
月
十
八
日
に
大
阪
市
に
お
き
ま
し
て
、
第
三
回
支
部
長
会
議
が
開
催
さ
れ
、
第
三
回
理
事
会
の
運
営
等
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
一
月
二
十
五
日
に
大
阪
市
に
お
き
ま
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
第
三
回
理
事
会
に
つ
い
て
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

初
め
に
、
会
長
の
羽
曳
野
市
議
会
議
長
と
開
催
当
番
市
の
門
真
市
議
会
議
長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
引
き
続
い
て
会
議
に
入
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
第
二
回
理
事
会
以
降
に
新
し
く
就
任
さ
れ
た
三
市
の
議
長
の
紹
介
が
あ
り
、
続
い
て
、
報
告
事
項
と
し
て
第
二
回
理
事
会
以
降
の
会
務
報
告
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
ま
し

た
。次

に
、
議
案
審
議
に
入
り
、
会
長
提
出
議
案
第
一
号
の
平
成
二
十
年
度
近
畿
市
議
会
議
長
会
会
計
予
算
案
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
協
議
事
項
に
入
り
、
平
成
二
十
年
度
近
畿
及
び
全
国
市
議
会
議
長
会
近
畿
部
会
の
役
員
割
当
て
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
回
定
期
総
会
日
程
案
に
つ
い
て
及
び
当
面
の
会

議
等
の
開
催
予
定
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
次
期
定
期
総
会
開
催
市
の
門
真
市
議
会
議
長
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
会
議
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
「
全
国
市
議
会
議
長
会
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

去
る
、
二
月
七
日
に
東
京
都
に
お
き
ま
し
て
、
第
百
七
十
回
理
事
会
及
び
第
八
十
四
回
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
百
七
十
回
理
事
会
は
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
全
国
都
市
会
館
に
お
い
て
開
会
さ
れ
、
第
八
十
四
回
評
議
員
会
の
運
営
等
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
第
八
十
四
回
評
議
員
会
は
、
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
開
会
さ
れ
、
初
め
に
、
会
長
の
広
島
市
議
会
議
長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
、

来
賓
の
二
之
湯
総
務
大
臣
政
務
官
が
大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
代
読
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
「
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
中
間
的
な
と
り
ま
と
め
と
今
後
の
取
組
」
と
題
し
て
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
委
員
長
の
丹
羽
宇
一
郎
氏
の
講
演
が
あ
り
ま
し

た
。次

に
、
一
般
事
務
報
告
と
地
方
行
政
委
員
会
ほ
か
六
委
員
会
の
報
告
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
了
承
さ
れ
ま
し
た
。



次
に
、
議
案
審
議
に
入
り
、
平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
ほ
か
二
会
計
予
算
案
と
、
会
長
提
出
議
案
と
し
て
「
道
路
財
源
の
確
保
に
関
す
る
緊
急
決
議
（
案
）
」
の
審
議
が
行
わ

れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
承
認
並
び
に
採
択
さ
れ
、
会
議
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
「
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

去
る
、
二
月
二
十
二
日
に
橿
原
市
に
お
き
ま
し
て
、
平
成
十
九
年
度
第
四
回
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

初
め
に
、
会
長
で
あ
り
ま
す
本
市
の
西
尾
議
長
が
開
会
の
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
、
会
議
に
入
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
第
三
回
議
長
会
以
降
新
し
く
就
任
さ
れ
た
正
副
議
長
の
紹
介
を
行
い
、
続
い
て
、
第
三
回
議
長
会
以
降
の
事
務
報
告
並
び
に
会
議
出
席
報
告
を
行
い
、
い
ず
れ
も
了
承

さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
平
成
二
十
年
度
の
事
業
計
画
案
及
び
会
計
予
算
案
に
つ
い
て
協
議
を
行
な
い
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
平
成
二
十
年
度
役
員
割
当
案
に
つ
い
て
協
議
を
行
な
い
、
次
の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

奈
良
県
市
議
会
議
長
会
会
長
に
御
所
市
、
同
じ
く
副
会
長
に
生
駒
市
。

近
畿
市
議
会
議
長
会
支
部
長
に
御
所
市
、
同
じ
く
理
事
に
奈
良
市
、
桜
井
市
、
香
芝
市
。

全
国
市
議
会
議
長
会
理
事
に
御
所
市
、
同
じ
く
評
議
員
に
奈
良
市
、
桜
井
市
、
香
芝
市
。
同
じ
く
産
業
経
済
委
員
に
葛
城
市
。

市
議
会
議
員
共
済
会
代
議
員
に
大
和
高
田
市
、
大
和
郡
山
市
の
議
会
議
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
就
任
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

最
後
に
、
西
尾
会
長
の
閉
会
あ
い
さ
つ
で
会
議
を
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
が
、
議
長
会
関
係
の
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
「
広
域
行
政
圏
市
議
会
協
議
会
」
の
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

去
る
、
二
月
二
十
一
日
に
東
京
都
に
お
き
ま
し
て
、
第
三
十
九
回
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

初
め
に
、
会
長
の
福
岡
県
久
留
米
市
議
会
議
長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
、
総
務
省
自
治
行
政
局
市
町
村
課
江
畑
課
長
か
ら
「
地
方
分
権
と
広
域
行
政
圏
を
め
ぐ
る
最
近

の
動
向
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
平
成
十
九
年
度
の
事
務
報
告
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
平
成
十
八
年
度
歳
入
歳
出
決
算
と
広
域
行
政
圏
協
議
会
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
認
定
及
び
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
二

十
年
度
運
動
方
針
案
及
び
歳
入
歳
出
予
算
案
並
び
に
会
長
候
補
者
の
選
出
に
関
す
る
申
合
せ
案
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
、
会
議
は
閉
会



し
ま
し
た
。

次
に
、
監
査
委
員
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
十
一
月
分
か
ら
一
月
分
、
ま
た
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二
十

七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
水
道
事
業
の
十
一
月
分
か
ら
一
月
分
ま
で
の
例
月
出
納
検
査
の
結
果
報
告
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
し
て
、
諸
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
会
議
資
料
及
び
監
査
資
料
に
つ
き
ま
し
て
は
事
務
局
に
お
い
て
保
管
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
刻
御
清
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
以
上
で
諸
般
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
の
際
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

先
の
平
成
十
九
年
第
四
回
定
例
会
以
降
の
休
会
中
、
五
條
市
議
会
会
議
規
則
第
百
五
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
議
員
の
派
遣
を
決
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。

ま
た
、
報
告
書
に
つ
き
ま
し
て
は
事
務
局
で
保
管
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
刻
御
清
覧
願
い
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
本
日
の
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
済
み
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
─
─
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
議
長
か
ら
指
名
い
た
し
ま
す
。

十
四
番

佐

久

間

正

己

議
員

十
五
番

寺

本

保

英

議
員

十
六
番

樫

塚

凱

一

議
員

以
上
の
三
名
の
方
に
お
願
い
し
ま
す
。



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
次
に
日
程
第
二
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
定
例
会
の
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
二
月
二
十
五
日
開
催
の
議
会
運
営
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
御
協
議
を
賜
り
ま
し
た
結
果
、
先
に
御
通
知
申

し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
本
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
十
九
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
会
期
は
、
本
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
十
九
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
会
期
中
の
会
議
予
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
位
に
御
通
知
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
次
に
日
程
第
三
、
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
報
告
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
に
報
告
を
求
め
ま
す
。
厚
生
常
任
委
員
会
樫
塚
凱
一
委
員
長
。

〔
厚
生
常
任
委
員
長

樫
塚
凱
一
登
壇
〕

○
厚
生
常
任
委
員
長
（
樫
塚
凱
一
）
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

議
長
か
ら
発
言
の
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
本
委
員
会
の
審
査
及
び
意
見
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
岡
中
継
施
設
築
造
工
事
の
計
画
中
止
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
の
厚
生
常
任
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

委
員
会
に
は
、
岡
中
継
施
設
築
造
工
事
の
中
止
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
昨
年
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
の
第
四
回
定
例
会
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九

十
八
条
第
一
項
の
権
限
が
委
任
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
検
査
の
対
象
は
、
岡
中
継
施
設
築
造
工
事
の
中
止
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
本
委
員
会
に
、
こ
の
地
方
自
治
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
議
会
の
検
査
検
閲
権
が
委
任
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
、
平
成
十
九
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
、
私
、
樫
塚
凱
一
が
一
般
質
問
で
、
水
道
行
政
に
つ
い
て
、
「
一

岡
町
の
上
水
道
中
継
施
設
工
事
の
計
画
概
要
に
つ
い
て
」

「
二

計
画
廃
止
に
つ
い
て
」
「
（
ア
）
計
画
廃
止
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
」
「
（
イ
）
地
元
へ
の
周
知
に
つ
い
て
」
「
三

今
後
の
災
害
対
策
に
つ
い
て
」
そ
れ
ぞ
れ
項
目

ご
と
に
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
市
長
か
ら
は
、
「
談
合
問
題
は
別
と
し
て
、
私
は
、
ポ
ン
プ
設
置
の
必
要
性
に
疑
問
を
持
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
日
本
で
一
、
二
と
い
わ



れ
る
水
の
専
門
家
に
来
て
い
た
だ
き
、
現
地
を
見
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の
結
果
、
ポ
ン
プ
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
害
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
在
の
施
設
は
、
公

式
に
は
四
十
年
も
つ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
緊
急
性
を
要
し
な
い
工
事
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
」
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
が
、
私
か
ら
、
中
止
の
判
断
に
至
っ
た
経
緯

経
過
に
つ
い
て
の
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
重
ね
て
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
市
長
か
ら
は
、
「
活
断
層
は
非
常
に
大
き
な
災
害
を
も
た
ら
す
の
で
、
ポ
ン

プ
の
設
置
は
意
味
が
な
い
。
こ
の
調
査
を
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
の
公
表
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

市
長
に
対
し
て
は
、
再
度
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
が
、
市
長
か
ら
は
、
「
会
社
名
に
つ
い
て
は
、
水
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
で
は
超

一
流
だ
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
ま
や
か
し
の
会
社
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
間
の
関
係
を
考
慮
し
て
、
公
表
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
」
と
の
答

弁
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
十
二
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
本
委
員
会
に
お
い
て
、
改
め
て
、
工
事
中
止
に
至
っ
た
経
緯
と
、
工
事
中
止
の
判
断
に
至
っ
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
を
明
ら
か
に

す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

工
事
中
止
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
水
道
局
長
の
答
弁
か
ら
、
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
二
日
の
間
に
市
長
が
決
定
し
た
後
に
、
水
道
局
が
確
認
し
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
も
の
の
、
市
長
か
ら
の
答
弁
は
、
「
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
に
つ
い
て
は
、
不
要
な
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
私
の
考
え
で
発
表
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
」
と
の

こ
と
で
、
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
委
員
会
と
し
て
は
、
十
日
の
委
員
会
を
延
会
と
し
、
十
二
月
十
二
日
に
再
度
委
員
会
を
開
催
し
、
再
び
市
長
に
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
ま
し

た
が
、
「
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に
答
弁
は
し
ま
せ
ん
。
」
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
本
委
員
会
と
し
て
は
到
底
納
得
の
い
く
も
の
で
は
な
く
、
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
地
方
自
治
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
権
限
を
委
任

す
る
よ
う
求
め
、
可
決
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
と
平
成
二
十
年
二
月
一
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
本
委
員
会
に
お
け
る
二
回
の
審
査
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
回
目
の
十
二
月
二
十
七
日
に
は
、
本
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
協
議
い
た
し
ま
し
た
。

本
委
員
会
と
し
て
は
、
今
回
の
問
題
は
、
理
事
者
側
が
な
ぜ
岡
中
継
施
設
築
造
工
事
の
計
画
中
止
を
決
定
し
た
の
か
の
経
緯
が
市
民
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る

と
し
、
議
会
（
厚
生
常
任
委
員
会
）
と
し
て
理
事
者
側
に
た
だ
し
て
い
く
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
理
事
者
側
に
は
、
現
在
に
至
る
予
算
執
行
を
含
む
取
組
の
状
況
、
築
造
工
事
の
計
画
中
止
に
関
し
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
意
見
を
採
用
し
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、

市
と
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
と
の
間
に
公
費
に
よ
る
契
約
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
か
、
一
社
の
み
の
意
見
か
、
こ
の
公
費
支
出
に
関
す
る
予
算
措
置
等
の
説
明
及
び
適
正
執
行



が
さ
れ
て
い
る
の
か
、
談
合
情
報
の
開
示
及
び
談
合
と
の
措
置
に
つ
い
て
、
ま
た
、
計
画
中
止
に
伴
う
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
ど
の
よ
う
な
形
で
果
た
し
て
き
て
い
る
の
か
な
ど

を
、
書
類
の
提
出
を
求
め
な
が
ら
た
だ
し
て
い
き
、
そ
の
結
果
を
市
民
に
公
表
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
理
事
者
側
に
求
め
る
書
類
を
「
一

平
成
十
六
年
決
算
審
査
特
別
委
員
会
以
降
の
岡
中
継
施
設
築
造
工
事
に
関
係
す
る
起
案
等
の
書
類
及
び
予
算
執
行
に
伴
う
会
計

書
類
等
」
「
二

今
回
の
入
札
に
関
し
て
談
合
と
認
め
る
に
至
っ
た
起
案
書
類
及
び
会
議
録
等
の
書
類
」
「
三

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
及
び
同
社
が
提
出
し
た
書
類
及
び
同

事
項
に
関
す
る
会
計
書
類
等
」
「
四

市
民
を
対
象
と
し
た
工
事
中
止
の
説
明
に
関
す
る
書
類
」
「
五

岡
配
水
系
統
に
関
す
る
平
成
十
六
年
決
算
審
査
特
別
委
員
会
等
の
会
議

録
」
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
同
日
、
十
二
月
二
十
七
日
付
け
で
、
市
長
、
水
道
事
業
管
理
者
及
び
議
長
に
そ
れ
ぞ
れ
議
長
名
で
文
書
を
送
付
し
、
書
類
の
提
出
を
求
め
ま
し
た
。

な
お
、
書
類
の
提
出
期
限
は
、
い
ず
れ
も
平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
と
い
た
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
第
二
回
目
と
な
る
二
月
一
日
の
委
員
会
に
お
い
て
は
、
理
事
者
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
の
検
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
際
、
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
理
事
者
側
か
ら
は
、
市
長
に
求
め
て
い
た
書
類
の
一
部
が
提
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
書
類
は
、
中
止
の
判
断
に
至
っ
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
及
び
同
社
が
提
出
し
た
書
類
で
、
提
出
し
な
い
理
由
は
、
「
当
該
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
名
を
公
表
す
る
こ
と
等
は
、
同
法
人
と
各
企
業
間
と
の
関
係
に
支
障
を
来
す
恐
れ
が
あ
る
た
め
回
答
で
き
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
提
出
さ
れ
た
書
類
の
検
査
を
行
い
ま
し
た
。

岡
中
継
施
設
築
造
工
事
の
必
要
性
や
取
組
等
に
つ
い
て
は
、

一

岡
配
水
系
統
は
、
岡
ポ
ン
プ
所
か
ら
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
岡
配
水
池
に
揚
水
し
、
田
園
地
区
、
岡
地
区
、
牧
野
地
区
及
び
北
宇
智
地
区
の
約
三
千
五
百
戸
に
給
水
し
て
い
る

最
重
要
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二

こ
の
送
水
管
は
五
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
、
低
水
域
で
一
セ
ン
チ
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
水
圧
を
有
し
て
お
り
、
高
水
圧
に
耐
え
う
る
管
種
を
使
用
し

て
い
る
が
、
漏
水
事
故
及
び
震
災
時
に
お
け
る
不
安
は
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

三

奈
良
県
全
域
が
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
地
震
災
害
や
風
水
害
の
災
害
時
に
お
い
て
も
安
定
的
な
給
水
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

高
水
圧
に
対
処
す
る
方
法
を
検
討
す
る
た
め
、
平
成
十
七
年
度
事
業
で
岡
中
継
施
設
ポ
ン
プ
所
施
設
基
本
計
画
を
策
定
し
た
こ
と
。

五

防
災
対
策
の
一
環
と
し
て
、
水
道
施
設
の
中
で
一
番
き
ぐ
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
安
全
対
策
事
業
と
し
て
中
継
施
設
を
築
造
し
、
送
水
管
低
地
域
の
高
水
圧
の
緩
和
を

図
る
と
と
も
に
安
定
し
て
給
水
で
き
る
施
設
整
備
、
災
害
時
に
お
け
る
応
急
給
水
拠
点
と
し
て
整
備
計
画
を
進
め
、
平
成
十
八
年
度
に
は
中
継
ポ
ン
プ
所
の
施
設
用
地
を
取
得



し
た
こ
と
。

六

今
ま
で
に
要
し
た
経
費
は
、
総
額
三
千
九
百
二
十
万
七
千
百
九
十
五
円
で
あ
る
こ
と
。

な
ど
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
長
に
提
出
を
求
め
た
、
今
回
の
工
事
中
止
の
判
断
に
至
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
書
類
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
委
員
か
ら
は
「
平

成
十
六
年
か
ら
議
会
で
審
査
し
た
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
今
ま
で
理
事
者
側
か
ら
説
明
を
受
け
て
き
た
こ
と
は
全
部
う
そ
だ
っ
た
の
か
。
」
「
市
長
が
事
業
を
し
よ
う
と
思
え

ば
で
き
る
し
、
中
止
し
よ
う
と
思
え
ば
止
め
ら
れ
る
。
都
合
の
悪
い
書
類
は
提
出
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
れ
ば
、
議
会
と
い
う
も
の
は
要
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

」
「
議
会
が
大
事
な
の
か
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
が
大
事
な
の
か
。
議
会
を
重
視
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
信
頼
関
係
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
」
「
是
非
と
も
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
会
社
の
名
前
は
出
す
べ
き
で
あ
る
。
」
「
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
に
は
水
道
局
長
が
工
事
を
実
施
す
る
と
説
明
し
て
い
る
の
に
、
十
一
月
二
十
八
日
ま
で
の
た
っ

た
二
日
間
で
市
長
が
中
止
の
結
論
を
出
し
た
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
」
「
市
長
は
、
議
会
の
検
査
権
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
。
」
な
ど
、
市
長
の
態
度
は
、
委
員
会
や

議
会
の
存
在
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
の
厳
し
い
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
理
事
者
側
、
特
に
市
長
の
対
応
は
非
協
力
的
で
あ
り
、
誠
実
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
こ
と
は
非
常
に
残
念
で
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。

本
委
員
会
で
は
こ
の
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
こ
の
結
果
を
議
会
に
報
告
し
、
議
会
の
判
断
を
あ
お
ぐ
こ
と
と
し
、
採
決
し
た
結
果
、
全
会
一
致
で
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
の
理
事
者
側
の
対
応
は
、
議
会
及
び
委
員
会
を
軽
視
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。

以
上
で
、
厚
生
常
任
委
員
会
の
委
員
長
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
間
、
委
員
の
皆
様
に
は
、
慎
重
な
委
員
会
運
営
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
議
員
各
位
に
は
御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

─
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○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
報
告
が
終
わ
り
ま
し
た
。

次
に
日
程
第
四
、
監
査
報
告
を
求
め
ま
す
。
川
元
憙
釋
代
表
監
査
委
員
。

〔
監
査
委
員

川
元
憙
釋
登
壇
〕

○
監
査
委
員
（
川
元
憙
釋
）
皆
さ
ん
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。



た
だ
い
ま
議
長
の
許
可
を
得
ま
し
た
の
で
、
定
例
監
査
報
告
に
先
立
ち
ま
し
て
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
、
一
言
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

去
る
九
月
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
浅
学
非
才
な
私
の
よ
う
な
者
を
監
査
委
員
と
し
て
選
任
同
意
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
誠
に
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
後
は
、
本
市
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
、
ま
た
、
事
務
事
業
が
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
て
い
る
か
、
そ
の
事
務
事
業
が
法
令
、
条
例
に
基
づ
き
適
正
に
執

行
さ
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
、
本
市
の
組
織
運
営
が
合
理
的
で
あ
る
か
な
ど
、
ま
た
、
全
市
民
に
公
平
に
行
政
が
執
行
さ
れ
て
い
る
か
等
を
念
頭
に
置
き
、
私
が
行
政
出
身
で
あ

り
ま
す
の
で
、
い
わ
ゆ
る
身
内
に
甘
い
と
い
う
批
判
を
受
け
な
い
よ
う
、
よ
り
厳
格
に
私
の
公
務
員
生
活
最
後
の
御
奉
仕
の
場
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
し
、
誠

心
誠
意
全
力
で
こ
の
監
査
委
員
の
職
務
を
遂
行
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
議
員
並
び
に
市
民
の
皆
様
の
御
指
導
ご
べ
ん
た
つ
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。そ

れ
で
は
、
平
成
十
九
年
度
定
例
監
査
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
監
査
報
告
は
、
御
案
内
の
と
お
り
地
方
自
治
法
に
、
毎
年
度
一
回
以
上
期
日
を
定
め
監
査
を
実
施
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
今
年
に
つ
き

ま
し
て
も
、
十
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
秘
書
課
等
本
庁
及
び
教
育
委
員
会
に
つ
き
ま
し
て
は
監
査
室
に
お
い
て
、
ま
た
、
庁
外
の
西
吉
野
支
所
な
ど
、

さ
ら
に
、
今
回
市
が
財
政
的
援
助
を
行
っ
て
い
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
も
議
会
選
出
の
監
査
委
員
、
更
に
事
務
局
職
員
と
と
も
に
各
施
設
に
出
向
き
、
事
前
に
提

出
を
求
め
ま
し
た
資
料
に
基
づ
き
諸
帳
簿
等
に
つ
い
て
照
合
す
る
と
と
も
に
、
関
係
職
員
か
ら
説
明
等
を
聴
取
し
、
指
摘
事
項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
場
で
指
示
、
指
導
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。

本
年
度
の
財
務
事
務
の
執
行
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
初
予
算
が
骨
格
予
算
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
監
査
時
点
で
は
全
庁
的
に
遅
れ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
り
、
今
後
の
予
算
執

行
に
つ
き
ま
し
て
は
遺
憾
の
な
い
よ
う
努
め
ら
れ
る
よ
う
示
唆
し
ま
し
た
。

そ
の
他
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
お
む
ね
良
好
で
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
総
括
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
担
当
課
に
お
い
て
工
事
入
札
の
制
度
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
談
合
防
止
に
役
立
ち
、
公
平
で
開
か
れ
た
入

札
制
度
の
確
立
に
な
お
一
層
の
努
力
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
市
が
財
政
的
援
助
を
行
っ
て
い
る
社
団
法
人
五
條
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
ま
し
て
も
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
対
策
と
地
域
社
会
の
活
性
化
に
資
す
る
役
割

が
大
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
「
自
主
、
自
立
、
共
働
、
共
助
」
の
基
本
理
念
を
深
め
、
自
立
運
営
が
で
き
る
よ
う
同
法
人
の
経
費
の
節
減
と
合
理
化
を
望
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
冊
平
成
十
九
年
度
定
期
監
査
結
果
報
告
書
に
記
載
し
、
お
手
元
に
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
清
覧
を
い
た
だ
き



ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

以
上
で
、
定
例
監
査
報
告
を
終
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
監
査
報
告
が
終
わ
り
ま
し
た
。

意
見
調
整
の
た
め
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
三
十
四
休
憩
に
入
る
（
休
憩
後
、
会
議
を
再
開
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
）


